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本
会
（
会
長
＝
坊
恭
寿
神
戸
市
会
議
長
）
は
こ
の
ほ
ど
、
令
和
6
年
3
月
29
日
現
在

の
「
厚
生
年
金
へ
の
地
方
議
会
議
員
の
加
入
を
求
め
る
意
見
書
の
可
決
状
況
」
を
ま
と

め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
３
月
末
現
在
、
全
国
８
１
５
市
区
議
会
の
う
ち
４
２
2
市
区
議

会
（
51・8
％
）
で
可
決
さ
れ
て
お
り
、
過
半
数
を
超
え
た
。

市
区
過
半
数
超
え
る

意
見
書

厚
生
年
金
へ
の
地
方
議
会
議
員
の
加
入
実
現
　地

方
分
権
が
進

展
し
、
地
方
公
共

団
体
の
重
要
な
意

思
決
定
を
行
う
地

方
議
会
は
、
多
様

化
す
る
民
意
の
集

約
と
地
方
行
政
へ

の
反
映
が
期
待
さ

れ
、
そ
の
果
た
す

べ
き
役
割
と
責
任

は
重
要
性
を
増
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、昨
年
に
執

行
さ
れ
た
統
一
地
方
選
挙
結

果
を
み
る
と
、市
及
び
区
議
会

議
員
選
挙
の
投
票
率
は
い
ず

れ
も
50
％
を
割
り
、選
挙
へ
の

関
心
の
薄
さ
が
顕
著
に
表
れ
、

指
定
都
市
で
５
人（
２
市
２
選

挙
区
）、一
般
市
で
は
２
３
7
人

（
14
市
）が
無
投
票
で
当
選
を

決
め
る
な
ど
、小
規
模
市
議
会

を
中
心
に
議
員
の
な
り
手
不

足
が
深
刻
化
し
て
い
る
。

無
投
票
当
選
に
つ
い
て

は
、
道
府
県
議
会
議
員
及
び

町
村
議
会
議
員
選
挙
で
は
よ

り
深
刻
な
状
況
で
、
道
府
県

議
選
で
は
改
選
定
数
２
２
６

０
人
の
う
ち
25
％
に
当
た
る

５
６
５
人
（
３
４
８
／
９
３

９
選
挙
区
）
が
、
町
村
議
選

で
は
改
選
定
数
４
１
０
１
人

の
う
ち
30
％
に
当
た
る
１
２

５
０
人
（
１
２
３
／
３
７
３

団
体
）
が
無
投
票
で
当
選
し

本
会
で
は
こ
れ
ま
で
、
全

国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
及

び
全
国
町
村
議
会
議
長
会
と

と
も
に
、
国
に
対
し
て
立
候

補
に
伴
う
企
業
等
に
よ
る
休

暇
の
保
障
や
厚
生
年
金
へ
の

地
方
議
会
議
員
の
加
入
な
ど

立
候
補
環
境
改
善
に
向
け
た

法
整
備
を
求
め
て
き
た
。

こ
の
う
ち
厚
生
年
金
へ
の

地
方
議
会
議
員
の
加
入
に
つ

い
て
本
会
で
は
、
平
成
25
年

11
月
か
ら
要
望
項
目
と
し
て

掲
げ
て
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。一
方
、各
市
区
議
会
で
も

厚
生
年
金
へ
の
加
入
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
昨
年
の
10
月
末

現
在
で
３
８
２
市
区
（
46
・

9
％
）
に
止
ま
っ
て
い
た
。

坊
会
長
は
昨
年
11
月
及
び

本
年
2
月
の
理
事
会
・
評
議

員
会
合
同
会
議
や
会
長
通

知
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出

し
て
い
な
い
議
会
に
対
し
て

厚
生
年
金
へ
の
加
入
を
求
め

る
意
見
書
の
協
議
、
採
決
を

呼
び
か
け
て
い
た
。
そ
の
結

果
、
新
た
に
40
市
で
意
見
書

が
可
決
さ
れ
、
計
４
２
2
市

区
（
51・8
％
）
に
達
し
、過

半
数
を
超
え
た
。

坊
会
長
は
両
合
同
会
議
の

会
議
の
席
上
、
厚
生
年
金
の

適
用
拡
大
は
我
が
国
の
趨
勢

で
あ
り
、
社
会
保
障
審
議
会

年
金
部
会
で
は
次
期
制
度
改

正
に
向
け
た
検
討
事
項
の
一

て
お
り
、
多
く
の
地
方
自
治

体
に
お
い
て
議
員
の
な
り
手

不
足
問
題
へ
の
対
策
は
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

つ
と
し
て
「
被
用
者
保
険
の

適
用
拡
大
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
と
前
置
き
し
、
厚
生
年

金
へ
の
地
方
議
員
の
加
入
の

目
的
は
現
世
代
の
議
員
の
処

遇
改
善
で
は
な
く
、
多
様
な

人
材
の
市
議
会
へ
の
参
画
促

422

本会調べ

統一地方選挙における改選定数に占める無投票当選人
平成19年 平成23年 平成27年 平成31年 令和5年

指 定
都 市

13/928
（1.4％）

0
（0%）

17/1022
（1.7％）

34/1012
（3.4％）

5/1005
（0.5％）

一般市 155/7999
（1.9％）

116/7104
(1.6％）

246/6865
（3.6%）

182/6726
（2.7％）

237/6635
（3.6％）

特別区 0（0%） 0（0%） 0（0%） 0（0%） 0（0%）

道府県 416/2544
（16.4％）

410/2330
（17.6％）

501/2284
（21.9％）

612/2277
（26.9％）

565/2260
（25.0％）

町 村 743/5627
（13.2％）

893/4923
（18.1％）

930/4269
（21.8％）

988/4233
（23.3％）

1250/4101
（30.5％）

総務省「地方選挙結果調」に基づき作成。令和5年は総務省
「統一地方選挙結果の概要（速報）」に基づく

382市区
（46.9％）

15市

25市

R5.10.31 R6.1.12 R6.3.29

意見書の可決状況

397市区
（48.7％）

422市区
（51.8％）

本会に報告があった
意見書の集計

進
の
一
助
と
し
て
、地
方
の
将

来
を
担
う
次
世
代
の
地
方
議

員
の
た
め
と
強
調
。
会
社
員

等
か
ら
議
員
に
転
身
し
て
も

切
れ
目
な
く
厚
生
年
金
が
適

用
さ
れ
、
家
族
の
将
来
や
老

後
の
生
活
を
心
配
す
る
こ
と

な
く
議
員
に
立
候
補
し
、
議

員
活
動
を
続
け
ら
れ
る
環
境

を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
訴
え
、
各
議
会
で
の
意

見
書
の
協
議
、
採
決
に
つ
い

て
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
た
。

役割と責任

深刻化
議会の重要性
議員のなり手不足

第1回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適
用の在り方に関する懇談会」（R6.2.13）の資料から 

平成28年
10月～

従業員500人超の企業等で、月額賃
金8.8万円以上等の要件を満たす
短時間労働者に適用拡大。

平成29年
4月～

従業員500人以下の企業等で、労
使の合意に基づき、企業単位で短
時間労働者への適用拡大を可能と
する。（国・地方公共団体は、規模に
かかわらず適用とする。）

令和2年 従業員50人超の企業等まで適用範囲
を拡大。 ※100人超（令和4年10月）
	 → 50人超（令和6年10月）

都道府県議会 ･･･ 33道府県
 （70.2％）
町村議会 ････････ 706町村
 （76.2％）

R6.3.29現在

短時間労働者に対する被用者保険適用拡大の概要
（週20時間以上）

https://www.si-gichokai.jp
https://www.si-gichokai.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37693.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37693.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37693.html
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
孤

独
・
孤
立
対
策
推
進
法
の
施

行
に
向
け
、
孤
独・孤
立
対
策

地
域
協
議
会
を
中
心
と
し
て
、

法
の
趣
旨
や
制
度
の
解
説

と
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
二
部
構
成
で
実
施
。
第

一
部
で
は
内
閣
官
房
孤
独
・

孤
立
対
策
室
の
青
野
恵
里
子

参
事
官
補
佐
が
２
月
２
日
発

出
の
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進

法
の
施
行
通
知
や
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
元
に
、
法
の
趣
旨
や

地
方
版
孤
独
・
孤
立
対
策
官

民
連
携
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、

孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議

会
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法

幅
広
い
参
画
で
連
携
を

は
、国
及
び
地
方
に
お
け
る
安

定
的・継
続
的
な
推
進
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、国
及
び
地
方
に

お
い
て
総
合
的
な
孤
独・孤
立

対
策
に
関
す
る
施
策
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、孤
独・孤
立
の
問
題
や
そ

れ
ら
か
ら
生
じ
得
る
問
題
に

至
ら
な
い
よ
う
に
す
る
「
予

防
」
の
観
点
か
ら
の
取
組
が

重
要
だ
と
し
て
い
る
。

取
組
の
際
に
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、
孤
独・孤
立
対

策
の
実
施
主
体・自
治
体
に
お

け
る
役
割
分
担
に
つ
い
て
、都

道
府
県
・
市
区
町
村
間
の
分

担・連
携
に
向
け
た
検
討
を
求

め
た
。
ま
た
、自
治
体
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
み
な
ら
ず
民
間
に
も
期

待
を
寄
せ
、
官・民
と
も
に
裾

野
を
広
げ
て
連
携
先
を
見
つ

け
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
た
。

青野内閣官房孤
独・孤立対策担当
室参事官補佐

地
方
版
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

地
域
協
議
会

×

孤
独・孤
立
の
問
題
は
、社
会
全
体
の
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
対
策
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
の
考
え
を
基
本
理
念
と
す
る
「
孤
独・
孤

立
対
策
推
進
法
」
が
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
た
。施
行
に
向
け
て
、内
閣
官
房（
当
時
）は
３

月
８
日
、令
和
５
年
度
第
２
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。今
年
度
の
本
会
の
都
市
問
題

に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
は
「
社
会
的
な
孤
独・
孤
立
に
関
す
る
諸
問
題
」
を
取
り
上
げ
る

こ
と
か
ら
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
を
2
回
に
わ
た
っ
て
お
伝
え
す
る
。

我
が
国
で
は
、非
正
規
雇

用
労
働
者
の
増
加
等
に
よ
る

雇
用
環
境
や
情
報
通
信
社
会

の
急
速
な
進
展
に
よ
る
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
急
速
な
変
化
、

核
家
族
化
や
未
婚
化
・
晩
婚

化
に
よ
る
単
身
世
帯
や
単
身

高
齢
者
の
増
加
等
の
社
会
環

境
の
変
化
に
よ
り
人
と
人
と

の
「
つ
な
が
り
」
が
希
薄
化

の
一
途
を
辿
っ
て
き
た
。さ
ら

に
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
内
在
し

て
い
た
孤
独
・
孤
立
の
問
題

が
顕
在
化
・
深
刻
化
し
、大
き

な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま

え
、
政
府
で
は
令
和
3
年
2

月
、
孤
独・孤
立
対
策
担
当
大

臣
を
任
命
し
、
内
閣
官
房
に

孤
独
・
孤
立
対
策
担
当
室
を

設
置
。
６
月
に
は「
骨
太
の
方

針
２
０
２
１
」
で
「
孤
独・孤

立
対
策
」
が
明
記
さ
れ
た
ほ

か
、「
孤
独
・
孤
立
の
実
態
把

握
に
関
す
る
全
国
調
査
」
の

実
施
や「
孤
独・孤
立
対
策
の

重
点
計
画
」が
策
定
さ
れ
、政

府
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん

で
き
た
。

各
自
治
体
で
も
国
の
取
組

を
踏
ま
え
、地
域
住
民
、Ｎ
Ｐ

Ｏ
等
の
各
種
団
体
、
社
会
福

祉
協
議
会
、
民
間
企
業
等
と

連
携
し
て
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
取
組
を
進
め
て
い
る
。

令
和
5
年
5
月
に
は
孤

独
・
孤
立
対
策
を
総
合
的
に

⑴孤独・孤立に至っても支援を求め
る声を上げやすい社会とする

⑵状況に合わせた切れ目ない相談
支援につなげる

⑶見守り・交流の場や居場所づくりを
確保し、人と人との「つながり」を実
感できる地域づくりを行う

⑷孤独・孤立対策に取り組むNPO等
の活動をきめ細かく支援し、官・民・
NPO等の連携を強化する

孤独・孤立対策の重点計画
（令和4年12月26日改定）

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
対
策
を

4
月
1
日
施
行

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
「
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進

法
」
が
成
立
。
本
年
4
月
か

ら
施
行
さ
れ
施
策
の
一
層
の

強
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

令和3年  2.19 孤独・孤立対策担当大臣を任命
内閣官房に孤独・孤立対策担当室を設置

 6.18「骨太の方針2021」に「孤独・孤立対策」を明記
12. 1 孤独・孤立の実態把握に関する全国調査
12.28「孤独・孤立対策の重点計画」を策定

令和4年  2.25 官民連携プラットフォーム設立
12. 1 孤独・孤立の実態把握に関する全国調査
12.26 孤独・孤立対策の重点計画を改定

令和5年  5.31「孤独・孤立対策推進法」成立
12. 1 孤独・孤立の実態把握に関する全国調査

令和6年  2. 2 孤独・孤立対策推進法の施行について（通知）
孤独・孤立対策地域協議会の設置及び運営
に関するガイドラインの策定について（通知）
地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォー
ムへの参画主体に係る検討について（周知）

 4. 1 「孤独・孤立対策推進法」施行
孤独・孤立対策の事務を内閣官房から内閣府
に移管

•社会環境の変化による人と人との「つながり」が希薄化
•コロナ禍による孤独・孤立の問題の顕在化・深刻化

背景・経緯（国の動向）

地
方
版
孤
独
・

孤
立
対
策
官
民
連

携
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
は
、
孤
独・孤

立
推
進
法
に
お
け

る
関
係
者
の
連
携

及
び
協
力
の
促
進

の
た
め
に
設
置
さ

れ
、
地
方
自
治
体

で
、地
域
の
関
係
者
の
水
平
的

連
携
の
も
と
、
住
民
や
関
係

団
体
へ
の
普
及
啓
発
や
地
域

に
お
け
る
各
種
の
「
居
場
所
」

づ
く
り
を
実
施
す
る
ほ
か
、関

係
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ

く
り
な
ど
を
行
う
も
の
。

こ
れ
ま
で
、国
の
モ
デ
ル
事

業
と
し
て
令
和
４
～
５
年
度

に
お
い
て
40
の
団
体
で
モ
デ

ル
開
発
を
行
い
、６
年
度
以
降

は
孤
独・孤
立
対
策
推
進
法
に

基
づ
き
、全
て
の
地
方
公
共
団

体
で
設
置
に
向
け
た
検
討
を

求
め
て
い
る
。

地方版孤独・孤立対策地方版孤独・孤立対策
官民連携プラットフォーム官民連携プラットフォーム

シンポジウム
第 １ 部

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/suisinhou_sikou.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/suisinhou_guidelines.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/suisinhou_guidelines.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/jimurenraku.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/jimurenraku.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/suisinhou_sikou.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/suisinhou_guidelines.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/pdf/jimurenraku.pdf
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か
ら
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る

市
区
町
村
が
望
ま
し
い
。

構
成
機
関
は
、
自
治
体
の

担
当
部
局
や
支
援
団
体
に
と

ど
ま
ら
ず
、
民
生
委
員
な
ど

地
域
に
根
差
し
た
活
動
を
行

う
個
人
や
公

的
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
事
業

者
な
ど
、
当

事
者
に
関
わ

る
様
々
な
主

体
が
候
補
に

な
る
。
そ
の

選
定
の
際
に

は
ま
ず
地
方

版
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
づ

く
り
に
着
手

し
、
孤
独
・

孤
立
対
策
関

係
者
の
幅
広

さ
を
認
識
し
、

居
場
所
等
を

把
握
し
て
か

孤
独
・
孤
立
対
策

地
域
協
議
会
は
、
地

域
に
お
け
る
個
々
の

孤
独
・
孤
立
当
事
者

等
へ
の
具
体
の
支
援

内
容
に
つ
い
て
、
官

民
の
当
事
者
支
援
に

関
わ
る
構
成
機
関
等

と
の
間
で
協
議
す
る

場
。
設
置
根
拠
は
孤

独
・
孤
立
対
策
推
進
法
に
規

定
さ
れ
、「
地
方
公
共
団
体
は

（
中
略
）
孤
独
・
孤
立
対
策
地

域
協
議
会
を
置
く
よ
う
努
め

る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

協
議
会
の
意
義
は
、
支
援

が
必
要
と
思
わ
れ
る
相
談
者

の
早
期
発
見
、
支
援
を
行
う

こ
と
に
よ
る
当
事
者
等
の
課

題
解
決
の
促
進
、
複
数
の
構

成
機
関
が
連
携
、
役
割
分
担

し
合
う
こ
と
に
よ
る
適
切
な

支
援
な
ど
が
あ
る
。

設
置
主
体
は
、
個
別
支
援

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と

（
案
）に
つ
い
て
了

承
し
、
５
月
14
日

開
催
の
第
80
回
理

事
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
令
和
５
年
度
決

算
、
令
和
６
年
度
事
業
計
画

案
、
会
議・活
動
日
程
案
、
令

和
６
年
度
予
算
案
な
ど
に
つ

い
て
も
了
承
、
理
事
会
に
提

案
す
る
こ
と
と
し
た
。

会
議
終
了
後
、
続
い
て
役

員
選
考
委
員
会
を
開
催
し
、

第
52
回
定
期
総
会
で
の
役
員

改
選
に
向
け
、
次
期
役
員
候

補
の
選
考
を
行
っ
た
。

総
会
決
議
案
・
予
算
案
等
を
協
議

総
会
決
議
案
・
予
算
案
等
を
協
議

山田病院協会長
（名寄市）

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都

市
議
会
協
議
会
（
会
長
＝
山

田
典
幸
名
寄
市
議
会
議
長
）

は
４
月
11
日
、
都
内
で
正
副

会
長・監
事・相
談
役
会
議
を

開
催
し
た
。

協
議
で
は
、
総
会
決
議

自
治
体
病
院
協
議
会

自
治
体
病
院
協
議
会  

ら
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
設
置
の
際
に
は
既
存

の
会
議
体
も
活
用
可
能
。

協
議
会
の
構
成
機
関
等
の

役
割
と
し
て
は
、
▽
当
事
者

等
へ
の
地
域
の
居
場
所
や
活

用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

▽
協
議
会
で
議
論
す
べ
き
事

案
の
情
報
提
供
・
情
報
共
有

▽
見
守
り
と
支
援
方
針
の
理

解
▽
緊
急
性
が
あ
る
事
案
へ

の
対
応
―
な
ど
が
あ
る
。

構
成
機
関
の
間
で
の
情
報

共
有
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、

原
則
本
人
ま
た
は
家
族
の
同

意
を
原
則
と
し
て
い
る
。

な
お
、
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
は
、
原
則
本
人
の
同
意

が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
本

人
に
判
断
能
力
が
な
い
場
合

や
本
人
に
危
険
が
差
し
迫
っ

て
い
る
場
合
な
ど
に
限
り
、

例
外
的
に
第
三
者
提
供
が
認

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ

の
場
合
は
個
人
情
報
保
護
法

に
基
づ
い
た
運
用
が
行
わ
れ
、

共
有
範
囲
・
内
容
も
必
要
最

小
限
に
留
め
ら
れ
る
。

孤独・孤立対策地域協議会孤独・孤立対策地域協議会

①地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム
◦関係者間で顔の見える関係を構築し、対等に相互につながる「水平的」な

連携・協働を促進する。
◦孤独・孤立の実態把握、取組方針の策定、情報共有、相互啓発活動、当事者

等への支援（具体の支援内容の協議は孤独・孤立対策地域協議会で実施）、
社会資源の開発、住民への情報発信、普及啓発活動、人材確保・育成のた
めの研修等に取り組む。

民間企業

◦地域の企業
◦商店街
◦商工会　等

当事者等支援
を行う民間団体
◦保健・医療・

福祉等の専門
機関

◦社会福祉法人
◦社会福祉協議

会/NPO　等

地域住民、
地域団体

◦町内会
◦民生委員・児童

委員
◦保護司
◦ボランティア 等

地方公共団体が設
置する各種機関

（保健所、保健センタ
ー、学校 　等

地方公共団体
(行政機関の各部署）
首長

部局を横断する庁内
連携体制の構築

◦企画部門
◦総務部門
◦経済振興関係
◦子ども関係
◦教育関係
◦福祉全般関係
◦環境関係
◦まちづくり関係
◦土木関係
◦防災関係　  等

②孤独・孤立対策地域協議会
当事者等支援を行う関係者で構成し、

情報の交換を行うとともに、当事者等への
具体の支援内容について協議する。
※事務に従事する者・従事していた者に秘密保

持義務（罰則付き）あり

地方公共団体における孤独・孤立対策の推進体制（イメージ図）

※資料：内閣官房資料をもとに本会作成
※地域の実情に応じて組み立て

そ の 他 
関係団体

◦様々な分野の
市民活動団体

（スポーツクラ
ブ、文化芸術
サークル、環境
保全NPO等）

◦生協、農協、漁
協

等

〇地方公共団体における孤独 ・ 孤立対策の推進に当たっては 、 孤独 ・ 孤立対策推進法に
基づき 、 協議の促進の場としての地方版孤独 ・ 孤立対策官民連携プラットフォームを構築
するよう努めるとともに 、 当事者等への具体の支援内容について協議する孤独 ・ 孤立対
策地域協議会を置くよう努めることとされている 。

〇その際 、 地方公共団体の内部においても 、 部局を横断する庁内連携体制の構築が必要 。

構
成
機
関
は
自
治
体
の
福

祉
部
局
や
福
祉
の
支
援
者
団

体
だ
け
で
な
く
、民
間
企
業
な

ど
も
含
め
た
広
い
主
体
を
想

定
し
て
お
り
、
町
内
会
や
商

店
、趣
味
の
サ
ー
ク
ル
な
ど
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
に
資
す

る
幅
広
い
主
体
が
対
象
に
な

る
。
自
治
体
内
で
は
、福
祉
以

外
の
幅
広
い
部
署
も
含
め
た

部
局
を
横
断
す
る
庁
内
連
携

体
制
の
構
築
が
必
要
と
し
た
。

ま
た
、設
置
の
際
に
は
新
た

に
会
議
体
を
立
ち
上
げ
る
ほ

か
、既
存
の
会
議
体
に
機
能
を

追
加
し
て
立
ち
上
げ
る
方
法

や
既
存
の
会
議
体
を
分
科
会

と
し
て
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

に
組
み
込
む
な
ど
も
可
能
で
、

様
々
な
会
議
体
の
関
係
者
が

共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

に
加
わ
っ
て
互
い
の
取
組
や

課
題
等
を
広
く
共
有
す
る
こ

と
で
、
議
論
の
効
率
化・質
の

向
上
等
に
つ
な
が
り
得
る
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
と
強
調
し
た
。

各
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構

築
等
に
対
す
る
支
援
策
と
し

て
、
令
和
5
年
度
補
正
予
算

の
「
地
域
に
お
け
る
孤
独・孤

立
対
策
モ
デ
ル
調
査
」
及
び

6
年
度
当
初
予
算
案
（
当
時
）

の
「
孤
独・孤
立
対
策
推
進
交

付
金
」
が
あ
る
こ
と
を
紹
介

し
、活
用
検
討
を
呼
び
か
け
た
。
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令和6年度 「法務能力向上のための特別実務セミナー」の開催 地方自治研究機構
一般財団法人

Research Institute for Local Government 

～苦手な法務もこれで解決！変化に即応できる自治体職員・議員のための短期集中セミナー～
全国的に共通性のある政策法務に焦点を当て、そのポイントを解説する「法務特別セミナー」を全国７か所で、ま

た、各地域の課題解決に役立つ政策法務に焦点を当て、個別の条例や判例を分かりやすく解説する「法務実務研究
セミナー」を全国４か所で開催します。

自治体法務に精通した講師による、市区町村の職員、議員の皆様の法務能力の向上に役立つ実践的な講義内容と
なっていますので、是非ご参加ください。
日程及び会場
<法務特別セミナー>  
令和６年
•７月２日（火）～ ７月３日（水）

東京都千代田区：砂防会館別館
•７月24日（水）～ ７月25日（木）

京都市：京都ガーデンパレス
•８月７日（水）～ ８月８日（木）

松山市：愛媛県中予地方局庁舎
•８月28日（水）～ ８月29日（木）

芦屋市：芦屋市本庁舎東館
•10月23日（水）～ 10月24日（木）

鹿児島市：マリンパレスかごしま
•11月6日（水）～ 11月7日（木）

さいたま市：全電通埼玉会館
•12月４日（水）～ 12月5日（木）

徳島市：徳島県自治研修センター
※東京、鹿児島及びさいたま開催は、オンライン

配信（ライブ配信及び見逃し配信）あり。
<法務実務研究セミナー > 
令和６年
•７月17日（水）～ ７月18日（木）

盛岡市：岩手教育会館

•10月９日（水）～ 10月10日（木）
札幌市：TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前
•11月20日（水）～ 11月21日（木）

松江市：島根県自治研修所
令和７年
•１月21日（火）～ １月22日（水）

さいたま市：全電通埼玉会館
※さいたま開催は、オンライン配信（ライブ配信

及び見逃し配信）あり。
受講料（教材費・税込）

賛助会員  ２,０００円　　非賛助会員  ４,０００円
お申込専用フォーム

https://krs.bz/rilg/m/rilg_seminar
問合せ先

一般財団法人 地方自治研究機構　研修部
電　話 03-5148-0662
E-mail koshu@rilg.or.jp

その他
詳細は、地方自治研究機構のホームページを御参照
ください。
http://www.rilg.or.jp/htdocs/index.html 
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▽
富
里	

飯
田
之
義（
4・1
）

▽
袋
井	

金
原
佳
紀（
4・1
）

▽
湖
西	

内
山
浩
ニ（
4・1
）

▽
犬
山	

長
谷
川
敦（
4・1
）

▽
知
多	
石
川
義
章（
4・1
）

▽
津　
上
野
毛
戸
い
ず
み
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4・1
）

▽
岐
阜	

窪
田　
研（
4・1
）

▽
瑞
浪	

大
山
雅
喜（
4・1
）

▽
瑞
穂	

井
上
克
彦（
4・1
）

▽
堺	

矢
幡
い
づ
み（
4・1
）

▽
泉
南	

古
木
孝
彦（
4・1
）

▽
交
野	

中
村
健
一（
4・1
）

▽
京
都	

大
八
木
雅
史（
4・1
）

▽
五
條	

久
保
雅
彦（
4・1
）

▽
安
芸
高
田　
高
藤　
誠

	

（
4・1
）

▽
長
門	

大
庭　
渉（
4・1
）

▽
阿
南	

佐
坂
泰
資（
4・1
）

▽
松
山	

白
方　
仁（
4・1
）

▽
鹿
島	

山
口
徹
也（
4・1
）

▽
島
原	

上
田
裕
子（
4・1
）

▽
壱
岐	

村
田　
靖（
4・1
）

▽
八
代	

小
野
高
信（
4・1
）

▽
天
草	

松
下
偉
敏（
4・1
）

▽
上
天
草	

荒
木
勝
樹（
4・1
）

▽
都
城	

本
村
英
宏（
4・1
）

▽
え
び
の	

塚
田
和
孝（
4・1
）


